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農
民
離
村
は
資
本
主
義
生
産
方
法
の
接
達
と
そ
れ
に
基
〈
迅
惑
な
る
人
口
増
加
と
の
結
果
と
し
て
、
必
然
的
に

費
生
す
る
一
般
的
現
象
で
め
る
。
き
れ
ば
此
の
農
民
離
村
に
闘
す
る
研
究
文
献
は
、
従
来
に
於
て
も
甚

r豊
富
で

あ
る
に
拘
ら
中
、
農
民
離
村
現
象
を
以
て
何
を
意
味
す
る
か
に
闘
し
て
は
、
諸
家
の
見
解
は
必
令
し
も
一
様
で
は

な
い
。
グ
ア
ン
ダ
ー
グ
z

y
ド
は
農
民
離
村
の
形
態
を
分
ち
て
、
一
永
久
的
移
住
、
二
日
々
の
出
稼
、
三
季
節
的

出
稼
と
な
す
が
、
こ
の
第
二
の
日
々
の
出
稼
は
、
大
都
市
の
近
郊
に
住
な
工
業
勢
働
者
が
日
々
工
場
地
帯
た
る
大

都
市
内
に
通
勤
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
め
に
都
市
交
通
上
に
於
て
朝
夕
の
ラ
ッ
ジ
ユ
・
ア
ヲ

1
の
現
象
を
来
す
所

謂
務
墓
地
帯
の
存
在
を
語
る
も
の
に
し
て
、
こ
れ
は
農
業
者
の
永
久
的
轄
業
を
件
ふ
も
の
で
な
い
か
ら
、
農
民
離

村
と
い
ふ
を
得
な
い
。
か
く
工
業
努
働
者
が
都
市
近
郊
に
居
住
す
る
の
は
、
家
族
が
菜
園
を
耕
す
こ
と
に
よ
b
て
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得
る
自
然
物
を
以
て
、
貨
幣
勢
賃
を
補
充
す
る
利
益
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
コ
石
形
態
に
る
季
節
的
出
穣
は

農
村
か
ら
農
村
へ
又
は
農
村
か
ら
都
市
へ
の
一
時
的
移
動
を
意
味
す
る
も
の
に
過
ぎ
子
、
夫
々
の
季
節
的
業
務
を

了
へ
る
と
故
郷
に
踊
っ
て
行
く
も
の
で
あ
り
、
農
業
者
の
永
久
的
再
業
を
件
ふ
も
の
で
な
い
か
ら
、
農
民
離
村
左

い
ふ
を
得
な
い
。
故
に
固
有
の
意
味
に
於
け
る
農
民
離
村
は
、
グ
ア
ン
ダ
ー
グ
ェ

y
r・
の
指
摘
す
る
第
一
形
態
の

も
の
に
限
る
こ
と
と
な
る
。
然
か
も
之
は
田
舎
の
住
民
が
都
曾
に
永
久
的
に
移
住
す
る
と
い
ふ
賭
に
重
心
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
寧
ろ
A

イ
ニ
ッ
ジ
ュ
の
指
摘
す
る
加
〈
、
農
業
者
が
永
久
的
に
他
の
産
業
に
轄
業
す
る
と
い
ふ
割

に
童
心
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
今
日
に
於
て
は
、
商
工
業
の
脱
税
達
は
主
と
し
て
都
曾
に
於
で
現
れ
る
慮

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
農
業
か
ら
商
工
業
へ
の
轄
業
は
、
勢
ひ
農
村
か
ら
都
市
へ
の
移
住
を
仲
ふ
こ

k
tな
る
。

こ
の
限
り
に
於
て
、
農
民
離
村
は
農
民
の
向
都
現
象
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
都
舎
が
工
業
的
生

活
の
中
心
地
に
る
こ
と
を
止
め
、
大
工
業
の
主
要
部
分
が
都
舎
か
ら
田
舎
に
移
さ
れ
、

一
方
交
通
網
の
完
成
と
他

方
錆
山
業
の
後
蓮
と
に
よ
り
、
田
舎
に
於
て
も
不
熟
練
崎
労
働
者
に
劃
す
る
大
い
な
る
需
要
を
喚
起
す
る
場
合
に
於

て
は
、
右
の
事
情
は
異
な
る
こ
と
冒
と
な
る
で
あ
ら
う
。
郎
ち
此
の
場
合
に
於
て
は
、
農
民
離
村
と
は
農
民
の
職
業

轄
換
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
居
住
の
移
轄
は
其
の
本
質
的
要
件
た
る
こ
と
を
失
ふ
こ
と
と
な

る
。
故
に
在
は
農
民
離
村
の
主
要
保
件
は
農
民
の
永
積
的
職
業
輔
換
に
在
る
も
の
と
解
ぜ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

4
9
0
 か

か
る
意
義
の
農
民
離
村
現
象
は
果
し
て
・
如
何
な
る
原
因
か
ら
起
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
が
原
因
に
闘
し
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一

O

第
三
時
抗

て
は
従
来
多
〈
の
研
究
が
な
苫
れ
て
ゐ
る
が
、
未

r
一
義
的
原
因
に
之
を
要
約
し
得
る
ま
で
に
至
っ
て
ゐ
な
い
。

蓋
し
農
業
生
涯
は

E
各
凶
に
於
け
る
特
殊
性
に
支
配
さ
る
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
故
に
一
国
又
は
一
地
方

の
農
業
特
殊
事
情
に
基
い
て
、
農
民
僻
村
の
.
原
因
に
闘
し
、

一
義
的
法
則
を
接
見
し
得
た
り
と
す
る
も
、
直
ち
に

之
併
呑
し
て
他
闘
の
農
民
離
村
現
象
を
説
明
し
得
る
一
般
法
則
と
な
し
得
ぎ
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
地
の
意
味

に
於
て
農
業
解
消
現
象
い
研
究
は
大
い
な
る
岡
難
に
遭
遇
す
る
と
共
に
、
ま
た
悲
に
其
の
研
究
の
興
味
含
有
す
る

も
の
で
あ
る
。
践
に
問
題
と
す
る
農
民
離
村
に
闘
す
る
J
T
M
Y

ツ
怯
則
の
如
き
は
、
正
に
撲
の
一
好
例
に
器
令
失
は

な
い
。
オ
ッ
ペ

Y

A

イ

7
1
は
プ

y
y
に
よ
り
一
八
九
三
年
後
見
さ
れ
た
る
農
民
離
村
法
則
を
以
て
、
「
経
掛
事
象

及
び
理
論
の
迷
路
を
貫
〈
頼
み
の
綱
」
で
あ
る
と
3
へ
激
賞
し
て
ゐ
る
。

オ
ッ
ペ
ン
A

イ
マ

1
は
一
八
九
六
年
「
移
住
組
合
論
」
に
於
て
、
ゴ
U
F

ツ
法
則
の
存
在
を
立
誼
し
て
以
来
、
こ
の

法
則
を
援
用
す
Z
こ
と
に
よ
り
て
、
産
業
輪
開
備
山
阜
の
後
生
.
都
市
勢
賃
の
低
下
を
完
全
に
誼
明
し
得
る
も
の
と
す

る
。
氏
に
よ
れ
ば
「
こ
の
法
則
は
正
統
振
艇
梼
瑚
論
の
敢
父
た
る
リ
カ
ア

γ
ヲ
や
ミ

Y
に
於
て
も
、
前
ま
た
マ

y

グ
ス
に
於
て
も
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
併
し
そ
れ
に
は
充
分
な
る
根
擦
が
あ
る
。
蓋
し
該
法
則
は
一
入
九
三
年

に
始
め
て
愛
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
以
前
に
於
て
も
、
ま
た
濁
逸
以
外
に
於
て
も
後
見
さ
れ
な
か
っ
士
か

ら
で
あ
る
。
郎
ち
エ
M
Y

ペ
河
及
び
サ

l
v
河
以
束
の
移
住
地
方
は
支
配
的
な
る
大
地
主
制
国
守
あ
り
、
西
部
は
主

と
し
で
自
作
農
民
地
の
本
国
で
あ
る
と
の
固
有
の
歴
史
に
基
い
て
、

猫
逸
に
於
て
の
み
後
見
さ
れ
た
も
の
で
め

る
o

H
ん
か
ら
濁
逸
に
於
て
の
み
此
の
劃
北
(
東
部
と
西
部
)
は
統
計
的
に
明
白
に
表
現
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
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地
主
制
に
よ
り
て
全
部
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
英
吉
利
に
於
て
も
、
全
部
農
民
地
で
あ
る
偽
蘭
西
に
於
て
も
、
同
様
に

な
し
得
5
る
所
で
あ
る
。
併
し
ゼ
・
エ
ス
・
ミ

Y
は
一
八
七
一
二
年
に
、
カ
l
y
-
T
Y
ク
ス
は
一
八
八
三
年
に
逝
去

し
た
。
だ
か
ら
彼
等
は
此
の
法
則
に
就
て
は
何
等
の
聾
戚
を
も
有
し
な
か
っ
た
。
若
し
被
等
が
此
の
法
則
を
知
り

得
に
な
ら
ば
、
恐
ら
〈
彼
等
の
理
論
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
」
と
さ
へ
主
張
し
て
ゐ
る
。

か
く
の
如
〈
オ
ッ
ベ
ン
山
イ
マ
ー
が
確
信
を
懐
〈
プ
U
Y

ヅ
法
則
は
、
果
し
て
踊
納
時
に
も
積
樺
的
に
も
充
分
正

確
な
る
根
蟻
を
以
て
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
而
し
て
此
の
法
則
は
般
A
T
東
部
濁
逸
の
特
殊
事
情
を
相
識

と
し
て
亙
し
く
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
す
る
も
、
今
日
の
一
般
的
農
民
離
村
現
象
を
説
明
す
る
上
に
如
何
な
る
程
度

の
が
芦
常
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
円
品
下
此
等
の
甜
鞘
に
就
て
少
し
〈
吟
味
し
ゃ
う
と
鳳
ふ
。

圃 剛

一町

プ
Y

ツ
敢
授
は
障
に
一
八
七
四
年
に
其
の
著
「
農
業
雌
労
働
者
問
題
と
葉
の
解
決
」
中
に
於
て
、
農
民
離
村
(
主
と
し

て
海
外
出
稼
と
し
て
)
の
原
因
に
就
て
探
求
し
、
更
に
一
八
九
三
年
其
の
著
「
農
業
勢
働
者
階
扱
と
普
魯
西
国
家
L

中
に

於
て
、
農
民
離
村
の
考
察
を
な
し
、
特
に
東
北
部
普
魯
西
に
限
っ
て
研
究
を
進
め
て
ゐ
る
。
「
蓋
し
悲
に
於
て
は
農

業
崎
労
働
者
の
海
外
及
び
園
内
移
住
は
最
も
多
〈
現
れ
、
彼
等
の
不
足
は
最
も
頴
著
で
あ
り
、
従
て
国
家
の
干
捗
を

最
も
多
く
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
よ
故
に
ゴ

y
y
に
と
り
で
は
農
民
離
村
は
就
中
農
業
勢
働
者
及
び
普
魯
西
東

部
の
問
題
で
あ
る
。
彼
は
後
年
オ
ッ
ベ

Y

A

イ
マ
ー
が
ゴ
M
F

ヅ
法
則
の
下
に
接
表
し
た
る
が
如
き
一
般
法
則
を
樹

立
せ
ん
L
」
し
た
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ゴ
U
Y

ヅ
法
則
の
根
本
思
想
は
之
を
明
に
表
現
し
て
ゐ
る
所
に
し
て
、
「
土
地

五
一
一
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五

一

二

第

三

務

所
有
分
割
の
支
配
的
形
態
は
海
外
移
住
及
び
圏
内
移
住
の
烈
度
に
暫
し
、
決
定
的
重
要
性
を
有
つ
」
と
高
唱
せ
る

農
民
離
村
と
f
L
P
ツ
法
則

第
三
十
六
血
管

七
O 

に
徴
し
て
も
明
で
あ
る
。
併
し
此
の
命
題
に
罰
す
る
ゴ

Y
ツ
の
立
論
は
、
最
近
ク
ヮ
シ
ア
も
是
認
す
る
如
く
深
淵

な
る
も
の
で
は
な
い
。

先
づ
プ
M
Y

ツ
自
身
eT
し
て
語
ら
し
め
や
う
。
彼
に
よ
れ
ば
「
年
々
歳
々
幾
千
人
の
農
業
勢
働
者
が
東
部
普
魯
西

か
ら
新
故
郷
を
建
設
す
べ
〈
海
外
へ
移
住
す
る
。
ま
た
彼
等
は
少
な
か
ら
中
、
農
業
勢
働
者
と
し
て
濁
逸
の
他
地

方
へ
、
ま
に
工
業
持
働
省
と
し
て
都
市
及
♂
工
業
地
へ
土
移
住
す
る
。
彼
等
の
内
で
故
郷
へ
蹄
村
す
る
も
の
ほ
官

っ
て
少
な
い
。
他
の
幾
千
の
人
々
は
夏
季
に
葉
の
住
居
を
去
っ
て
猫
逸
の
他
の
遠
い
地
方
で
、
一
漂
泊
勢
働
者
又
は

所
調
ザ
ク
セ
ン
グ
シ
ガ
ー
と
し
て
勢
賃
稼
を
す
る
。
彼
等
は
業
の
融
労
働
を
特
に
必
要
ー
と
す
る
季
節
に
郷
里
の
農
業

を
見
捨
て
あ
。
」
か
〈
の
如
〈
.
3
Y
ヅ
は
季
節
的
出
稼
を
も
農
民
離
村
中
に
加
へ
て
ゐ
る
炉
、
比
の
貼
に
就
て
は
悲

で
は
一
臆
不
問
に
附
す
る
こ
と
と
す
る
。
氏
は
一
入
大
二
年
乃
至
七
一
年
の
農
民
離
村
に
就
て
、
「
大
地
主
制
が
一

般
に
行
は
れ
、
農
民
的
所
有
地
(
自
作
農
地
」
の
教
が
少
な
い
程
、
農
民
離
村
は
愈
々
多
い
」
。
故
に
「
農
民
離
村
は
大

所
有
地
の
庚
表
に

E
比
例
し
、
農
民
的
所
有
地
の
虞
表
に
反
比
例
す
る
。
大
所
有
地
の
最
も
慶
大
な
る
は
ポ
シ
メ

Y

ン
に
し
て
之
に
績
〈
は
ポ

1
ゼ
ン
、
西
普
魯
西
、
東
普
魯
西
の
順
序
で
あ
り
、
自
作
農
民
所
有
地
に
就
て
は
反

封
の
順
序
を
と
り
、
東
普
魯
西
が
第
一
位
を
占
め
て
ゐ
る
。
過
去
三
十
年
間
を
綜
揺
す
れ
ば
、
農
民
離
村
は
結
勢

的
に
も
ま
た
相
封
的
に
も
ポ
ン
メ

Y

ン
に
最
も
多
〈
、
ポ

1
ゼ
ン
、
ク
エ
ス
ト
フ
ァ

1
v
y
之
に
次
ぎ
、
東
普
魯

西
に
於
て
は
遣
に
少
な
い
し
と
主
張
し
て
ゐ
る
。

Von der Gol tz， 9.. 9.. o. 145. 
Peter Quante， Die AbwandピTungvom Lande. UYld das Goltzsche Gesetz (Sch-
mollers Jahrbuch fur Gesetzgebung， Verwaltuug- und Volkswitschaft， 55 
Jahrg・Heft1， S. 68.) 
von der Goltz， a. a. O. S. 137・
Von der Go!tz， a. a. o. S. 141. 
Von der Goltz， a. a. O. S. 142. 
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か
く
の
如
く
ゴ

Y

ツ
自
身
は
農
民
離
村
正
土
地
所
有
分
割
と
の
聞
に
緊
密
な
る
閥
係
を
認
め
て
ゐ
る
が
、
向
ほ

農
民
離
村
の
原
因
と
し
て
は
、
各
地
方
に
於
け
る
工
業
の
普
及
版
態
の
如
何
や
地
質
の
如
何
を
も
考
慮
し
、
「
工
業

又
は
其
他
の
非
農
業
的
替
利
活
動
の
後
遺
が
少
な
り
れ
ば
少
な
い
程
、
移
住
は
多
J

い
し
と
論
じ
、
「
ラ
イ
デ
ィ
セ
が

移
住
は
之
を
一
部
は
大
地
主
制
の
優
越
、
却
ち
自
作
農
民
所
有
地
の
快
乏
、

て
ゐ
あ
L
こ
と
に
論
及
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
拘
ら
十
ゴ
U
Y

ヅ
は
農
民
離
村
と
土
地
所
有
分
割
と
の
聞
係
仁
就
て
は
、

殊
に
そ

一
部
は
地
質
の
貧
弱
に
関
聯
せ
し
め

「
乙
の
閥
係
は
決
し
て
偶
然
で
な
く
、
そ
れ
に
は
賞
貰
的
根
醸
が
め
る
。
大
地
主
制
炉
支
配
的
で
あ
り
、

れ
が
集
間
的
に
瀧
結
せ
る
場
合
に
は
、
農
業
持
働
者
は
枇
曾
的
に
全
然
孤
立
せ
る
地
位
を
保
つ
こ
と
と
な
り
、
彼

時
と
地
虫
と
の
聞
の
一
枇
曾
的
悌
子
は
金
〈
又
は
摘
ん
γ
」
布
せ
な
い
ご
と
と
は
あ
。
持
働
省
に
'
p
h
hリ

τは
自
分
捷
よ

り
多
少
高
い
地
位
に
あ
る
が
、
生
活
慣
習
や
数
養
に
つ
い
て
多
少
似
て
ゐ
る
自
作
農
民
と
な
る
望
が
な
い
。
.

大
地
主
制
の
支
配
的
な
る
慮
で
は
・
持
働
者
は
生
活
状
鵡
を
い
っ
改
善
し
得
る
か
某
の
見
込
が
な
い
。
僅
か
な
貯

蓄
を
以
て
他
日
小
地
所
を
購
入
す
る
は
勿
論
の
こ
と
、
之
を
小
作
す
る
機
舎
さ
へ
も
な
い
。
彼
等
は
生
涯
土
地
を

所
有
せ
ぎ
る
勢
働
者
で
あ
り
、
し
か
も
宇
年
で
某
の
地
位
は
解
除
さ
れ
る
虞
が
あ
あ
。
:
:
:
彼
等
は
其
の
地
位
を

改
善
し
ゃ
う
と
す
れ
ば
海
外
へ
出
稼
す
る
か
、
他
地
方
へ
移
住
す
る
よ
り
外
は
な
h
」。

こ
の
賠
に
プ

Y
ツ
は
農

民
離
村
の
主
要
原
因
を
認
め
て
ゐ
る
。

併
し
乍
ら
他
方
に
於
て
.
ゴ
U
F

ヅ
は
小
所
有
地
が
密
集
し
、
自
己
の
農
業
経
替
の
牧
盆
の
み
を
以
て
し
て
は
充

足
し
得
ま
る
生
活
資
料
の
一
部
を
儲
げ
る

rけ
の
賃
仕
事
も
な
く
、
ま
た
自
己
の
粧
替
を
撰
張
す
る
可
能
性
も
乏

農
民
離
村
と
ゴ
ル
ツ
法
則

第
三
十
六
巻

王王

第

競

七

von der Go1t7.， a. a. O. S. 14I. 
von der Goltz， a. a. O. S. 143・
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農
民
雄
村
と
ゴ
ル
ツ
法
則

第
三
十
穴
巻

第

披

五
一
回

t 

し
い
場
合
に
は
、
必
然
的
に
農
民
離
村
現
象
の
起
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
。
卸
ち
氏
に
よ
れ
ば
「
農
民
離
村
を
促

す
の
は
、
大
土
地
所
有
ぞ
れ
白
樺
で
な
〈
、
寧
ろ
大
土
地
所
有
の
集
間
的
、
凝
集
的
出
現
で
あ
る
。
小
士
地
所
有

の
集
固
的
、
凝
集
的
出
現
色
同
様
の
結
果
を
粛
す
U
も
の
と
し
て
ゐ
る
。

『--
••. 

一
入
九
三
年
ゼ

l
y
ン
グ
は
「
東
部
調
逸
に
於
け
る
内
地
植
民
」
な
る
著
書
に
於
て
、
東
部
濁
逸
に
於
け
る
人
口

減
退
伝
説
明
し
て
、
之
子
此
の
地
方
よ
り
の
移
住
に
蹄
し
て
ゐ
る
つ
削
ち
一
八
八
五
年
乃
至
九
O
年
の
期
間
に
撚

て
、
澗
地
を
東
都
、
北
西
都
、
商
概
説
、
商
工
業
地
棋
会
ル
H
J
ν

京
ぴ
異
酌
吾
郎
、
A
y
d
T

都
市
ザ
タ
セ
て
ラ
イ
ン
地
方
、

E
Zト
フ
ア

1
レ

Y
E
含
む
)
の
四
大
部
分
に
分
ち
、
農
民
離
村
を
研
究
し
て
ゐ
る
。
其
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
東
部
よ

ち
の
離
村
者
は
六
十
四
高
人
に
及
び
、
商
工
業
地
域
へ
の
移
住
者
数
(
約
五
十
四
寓
る
を
越
え
て
ゐ
名
。
各
地
方
の

離
村
者
数
を
其
の
地
方
の
出
生
増
加
敷
(
死
亡
者
を
控
除
ナ
)
に
比
す
れ
ば
、
東
部
に
於
て
は
七
五
・

O
四

μ
、
南
部
に

於
て
は
三

0
・
六
一
%
、
北
西
部
に
於
て
は
一
三
二
五
%
に
営
る
と
す
る
。
ゼ

l
p
ン
グ
は
東
部
の
高
率
な
る
離

村
に
就
て
論
じ
て
日
〈
、
「
田
合
は
都
曾
が
健
康
な
る
開
力
を
不
断
に
混
み
出
す
源
泉
で
あ
忍
。
而
し
て
農
民
が
不

断
に
商
工
業
的
生
活
の
所
在
地
へ
疏
入
す
る
こ
と
は
、
会
〈
植
民
し
壷
さ
れ
た
る
幽
に
於
て
は
粧
梼
的
必
然
で
あ

8
0
蓋
し
農
業
が
一
定
の
面
積
に
釣
着
す
る
限
ち
、
工
業
と
同
様
に
迅
速
な
る
生
産
力
の
慌
張
が
行
は
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
併
し
現
在
全
東
部
に
起
り
つ
つ
あ
る
農
民
離
村
は
、
自
然
的
に
制
約
さ
れ
た
あ
此
の
限
界
を
遣
に
越

え
て
ゐ
6
0
そ
れ
は
全
国
民
階
粧
の
不
快
と
世
舎
機
構
の
疾
病
と
を
惹
起
し
た
」
む
。
ゼ

1
9
シ
グ
は
か
か
る
農
民

1) von der G川 17.， n. a O. S. 146. 
2) Sering. I )ie innere Kolonisarion i'n ostlichen .lD叩tschland (Schriften d、s

Vcrdn::t fur So剖 a:politik，Bd. LYI， 1893) ti. 7・



、dA
U
 

4
 

G
 

て
は
全
農
業
人
口
の
新
霊
長
ひ
、
頃
の
本
幹
さ
へ
も
失
ふ
の
は
、
五
に
於
て
は
大
所
有
地
が
過
大
に
現
品
、
農
弘
山

p

民
家
族
粧
替
が
過
少

rか
ら
で
あ
る
」
と
論
じ
、
「
だ
か
ら
大
農
地
の
優
勢
は
田
合
の
人
口
を
減
少
せ
し
め
る
」
と

F
h叫

s.

・

0
o
h
a

L
L
D
J
L
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Q
U
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H
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n
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e
n
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離
村
の
原
因
を
ヅ
M
Y

ツ
と
同
様
に
、
土
地
所
有
分
割
賦
態
の
如
何
に
求
め
て
ゐ
る
。
日
〈
「
同
様
に
移
住
現
象
を

惹
起
す
る
の
は
、
土
地
所
有
分
割
の
雨
極
端
で
あ
名
。
南
部
に
於
て
は
人
口
過
剰
賊
躍
と
多
敷
の
小
土
地
所
有
者

の
無
産
者
的
昧
態
が
離
村
現
象
の
根
源
を
な
す
と
同
様
に
、
東
部
に
於
で
は
大
多
数
の
人
民
が
土
地
所
有
ぞ
全
然

有
せ
ざ
る
一
枇
舎
航
態
が
、
こ
の
現
象
の
根
源
を
な
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
東
部
よ
り
の
移
住
者
群
は
少
な
く
と
も
八

割
患
は
、
土
地
を
所
有
せ
玄
る
日
一
廉
人
か
ら
な
る

J
而
し
て
一
面
ゼ

1
9
ン
グ
は
農
民
離
村
の
枇
曾
心
理
的
原
因

を
高
唱
し
斗
向
上
し
調
立
せ
ん
と
す
る
熱
望
こ
そ
、
東
部
農
場
の
勢
働
制
を
跳
越
し
、
有
能
に
し
て
気
力
あ
る
者

を
田
舎
か
ら
駆
出
し
、
不
具
者
、
老
人
及
び
怠
惰
者
を
田
合
に
蔑
す
所
の
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
ゐ
る
。

其
の
後
二
十
午
、
ぜ

l
y
ン
グ
は
普
魯
聞
の
農
民
離
村
の
研
究
を
一
八
七
一
年
乃
至
一
九

O
五
年
の
期
聞
に
慣

張
し
、
茸
一
の
原
闘
を
要
約
し
て
日
〈
、
「
西
部
潤
逸
が
農
業
人
口
を
抱
擁
し
、
之
を
増
殖
せ
し
め
る
は
、
そ
の
大
部
分

に
於
て
大
農
粧
径
の
外
に
多
数
の
小
農
鰹
替
が
誼
存
す
る
自
作
農
民
地
方
た
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
東
部
に
於

高
唱
す
る
勤
に
於
て
、
ゴ

Y

ヅ
法
則
の
存
在
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

ゼ
l
y
y
グ
が
右
の
結
論
を
導
出
す
る
た
め
に
試
み
た
る
貫
謹
的
研
究
方
法
は
、
統
計
責
料
よ
り
賓
際
の
農
民

離
村
者
教
を
直
接
算
出
す
る
も
の
で
な
く
、
先
づ
各
地
方
に
於
け
る
調
査
期
間
の
最
初
の
年
に
於
け
る
人
口
組
敷

に
、
該
期
間
中
の
人
日
自
然
増
加
敷
(
出
生
数
よ
り
死
亡
苧
乞
控
除
す
)
を
加
へ
た
る
和
を
、
調
査
期
間
の
最
後
の
年
に
於

農
民
離
村
と
ゴ
ル
ヴ
法
則

第
三
十
六
巻

五

五

第
三
弦

七



農
民
離
村
と
ゴ
ル
ヴ
法
則

第
三
十
六
巻

七
四

五
一
六

第

競

け
る
人
口
組
敷
よ
り
差
引
く
。
そ
の
結
果
が
正
敷
で
あ
れ
ば
、
之
は
他
地
方
か
ら
の
来
住
者
敷
を
示
す
-
も
の
で
あ

h
ノ
、
之
に
反
し
其
の
結
果
が
負
載
を
示
す
場
合
に
は
‘

之
は
他
地
方
へ
の
移
住
者
載
を
示
す
も
の
と
な
す
方
法

で
あ
る
。
斯
る
方
法
ぞ
用
ゐ

F
る
を
得
な
い
の
は
、
従
来
の
統
計
費
料
よ
り
直
接
に
移
住
者
鱒
教
を
知
り
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。
右
の
推
定
方
法
は
移
住
者
及
び
来
住
者
の
差
引
結
果
の
み
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
「
即
ち
一
定
地
域

に
割
し
、

一
定
期
間
内
に
於
け
る
系
住
者
又
は
移
住
者
超
過
敷
が
計
上
さ
れ
る
に
過
ぎ
や
、
従
て
戒
る
一
時
措
に

就
で
の
状
況
を
示
す
の
み
ド
し
て
、
年
々
の
艦
過
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
移
住
者
推
定
方
法
に
於
て
は
、

調
査
匝
峨
が
大
な
れ
ば
大
な
名
料
、
移
住
者
敷
の
大
部
分
は
来
住
者
般
に
よ
り
す

u

相
殺

3
れ
る
。
故
に
最
小
mw
行

政
匝
域
を
観
客
の
基
礎
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
U

こ
と
と
な
る
。
加
之
こ
の
調
査
方
法
に
よ
る
・
と
き
は
、
異
貫

の
農
民
離
村
現
象
を
正
確
に
把
握
し
得
ま
る
憾
が
あ
る
。
例
へ
ば
或
る
期
間
内
に
、

一
方
あ
る
地
方
よ
り
一
高
の

人
数
が
他
地
方
へ
移
住
し
た
る
に
、
他
方
他
地
方
か
ら
一
高
の
人
教
が
来
往
し
た
り
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は

上
遮
方
法
に
よ
る
調
査
の
結
果
は
、
移
住
及
び
京
市
住
は
査
も
存
在
せ

e
さ
る
こ
と
と
な
る
。
然
る
に
今
来
住
者
が
よ

い
多
数
に
上
り
、
例
へ
ば
一
高
二
千
人
に
達
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
調
査
の
結
果
は
、
車
に
二
千
人
の

来
住
超
過
と
し
て
現
は
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
賓
際
に
於
で
は
移
住
者
数
ば
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
同
敷
で

あ
る
。
従
て
最
小
の
行
政
匝
域
た
る
各
村
落
を
観
察
の
基
礎
と
す
る
も
、
情
こ
の
場
合
に
於
て
も
、
宵
際
に
起
る

移
住
は
来
住
に
よ
り
て
隠
蔽
さ
れ
る
虞
が
あ
る
。
「
然
る
に
右
の
調
査
方
法
に
は
貫
肢
の
認
識
へ
更
に
一
歩
ぞ
準
め

る
最
小
の
可
能
性
き
へ
も
な
い
」
。
き
れ
ば
統
計
準
者
た
る
?
イ
ャ
ー
も
「
ゼ
か
ら
此
の
算
定
方
法
は
内
地
移
住
の

Hpsse. Die BevoL1<enmg von OstpreUsf;en. 1916 日・ 44・
普通にこの方法を Netto-Metbode と言」、。
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特
殊
な
る
結
果
に
闘
し
て
、
不
完
全
な
る
解
明
を
奥
へ
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
か
る
一
般
的
来
住
及
び
移
住
の
差
引

計
算
は
会
凶
に
費
し
で
も
、
ま
七
一
地
方
に
封
し
で
も
、
常
に
徴
候
的
意
味
を
有
す
る
に
留
ま
か
」
と
論
じ
て
ゐ

る。

四

ゴ
Y

ツ
が
慨
に
一
八
七
四
年
に
提
唱
せ
る
、
「
農
民
離
村
は
大
土
地
所
有
の
廃
棄
と
正
比
例
し
、
自
作
農
民
所
有

地
の
康
友
と
反
比
例
す
る
」
と
の
命
題
を
更
に
捷
張
し
、
所
謂
ゴ
山
川
ツ
法
則
を
樹
立
し
た
る
者
は
オ
ッ
ベ
ン

λ

イ

7

ー
で
あ
る
。
氏
は
「
比
鞭
ぜ
る
農
業
地
方
よ
ち
の
移
住
は
、
其
の
一
地
方
に
合
ま
る
る
大
土
地
所
有
の
面
積
に
比

例
す
る
0

7

Y

ナ
ス
流
の
表
現
を
好
む
者
は
、
大
士
地
所
有
が
算
術
級
数
的
仁
増
加
す
お
臨
で
は
、
農
民
離
叫
引
は

幾
何
統
敷
的
に
増
加
す
る
と
言
ひ
得
る
〕
と
論
じ
、
「
集
圃
現
象
と
し
て
の
農
民
離
村
は
大
地
主
制
地
方
に
限
る
」

E
主
張
し
て
ゐ
る
。

オ
ッ
ペ
ン
A

イ
マ

l
の
所
論
に
就
て
は
、
慨
に
我
闘
に
於
て
も
紹
介
批
評
さ
れ
て
ゐ
る
か

V
、
悲
で
は
極
め
て

簡
車
に
之
を
遁
ベ
、
氏
の
立
論
根
壊
は
、
濁
逸
殊
に
普
魯
一
西
に
於
て
も
、
如
何
な
る
程
度
の
妥
常
性
を
有
す
る
か

に
就
て
吟
味
し
ゃ
う
。

オ
ッ
ベ

Y

A

イ
マ

1
は
資
本
主
義
の
根
抵
を
大
地
主
制
に
よ
る
土
地
の
閉
鎖
に
求
め
る
。
都
市
の
資
本
主
義
は

都
市
の
凡
て
の
階
部
帆
の
勢
一
賃
セ
決
定
す
る
農
村
無
産
者
の
工
業
地
帯
へ
の
集
圃
的
流
入
に
よ
り
て
の
み
説
明
さ
れ

得
る
も
の
と
す
る
。
然
ら
ぱ
農
民
の
都
市
流
入
は
如
何
に
し
て
起
る
か
。
純
粋
鰹
掛
(
河

2
2
4
g
n
Z
E
)
の
下
に
於

農
民
離
村
と
、
コ
ル
ヴ
法
則

第
三
十
六
巻

第

f出

七

五

五

一じ

VQn Mayr， Statistik uncl Gesellschaflslelue， Bd. 1I. S. 633・
Oppenheimer，日ystem der Soziologie~， Bd自 IILZweit町 Halbband，'924. S 
9'0. 
Opplnheimer. a. a. O. S. 9'" 
小泉信三氏、産業環備軍と農民白都市首11入(三13H整合雑誌、第十九巻第八放)
東浦庄治氏、不最狩と我圃農村の人口問題(枇曾政策11寺報、第百O八城)
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県
民
醗
村
ー
と
ゴ
ル
ツ
法
則

第
三
十
六
巻

五

ノk

第

致

七
六

て
も
、
元
来
農
業
上
に
は
牧
穫
逓
減
法
則
、
工
業
上
に
は
牧
穫
遁
培
法
則
が
作
用
す
る
か
ら
、
回
合
の
腰
掛
的
歴

力
は
都
舎
に
於
け
る
よ
り
も
、
よ
り
徐
々
に
減
退
す
る
に
過
ぎ
な
い

u

従
て
人
口
は
鰹
構
的
煙
カ
の
高
い
田
舎
か

ら
腫
カ
の
低
い
都
舎
へ
と
流
出
す
る
。
併
し
純
粋
経
捕
に
於
て
は
此
の
鹿
カ
の
差
異
は
、
雨
方
面
に
起
名
煙
力
の

盤
化
、
即
ち
穀
慣
騰
貴
に
基
〈
農
民
に
封
す
る
魅
力
の
減
退
、
工
業
口
問
債
格
の
低
下
じ
恭
〈
都
市
住
宅
に
到
す
る

魅
力
の
増
加
に
よ
り
、
常
に
直
ち
仁
均
衡
批
態
に
復
す
る
。

νん
か
ら
「
純
粋
鰹
梼
は
全
面
的
魅
力
減
退
を
件
ふ
準

歩
的
世
曾
鰹
捕
で
あ
る
し
。

撚
る
仁
費
十
小
+
去
一
職
蹴
命
闘
に
於
一
L

は
、
事
情
は

izt師
到
な
あ
。
農
産
物
儲
格
一
か
勝
費
す
る
限
ち
、
田
舎
に
謝
す
る

極
構
的
魅
力
は
誠
退
す
る
が
、
農
民
大
衆
に
は
業
の
作
用
を
及
ぽ
さ
な
い
。
蓋
し
債
格
騰
貴
と
魅
力
減
退
と
は
大

地
主
の
み
を
利
す
る
に
留
る
か
ら
で
あ
る

Q

然
る
に
農
業
崎
労
働
者
の
勢
賃
は
引
上
げ
ら
る
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、

彼
等
は
不
麗
な
る
粧
静
的
煙
力
の
下
に
立
つ
。
然
忍
に
農
村
以
外
の
地
域
で
は
、
協
業
の
進
歩
と
共
に
所
得
が
宥

加
す
る
か
ら
腫
力
が
減
退
す
る
。
故
に
「
資
本
主
義
経
済
は
一
方
的
に
歴
カ
の
減
退
す
る
粧
糟
で
あ
る
」
。
か
く
て

農
民
の
都
市
流
入
は
、
都
市
に
劃
す
る
魅
力
増
加
に
よ
り
て
の
み
平
均
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
農
民
離
村
は
甚

だ
し
く
強
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
オ
イ
ペ

Y

A

イ
マ

1
は
農
民
離
村
の
原
因
を
強
調
し
、
「
吾
々
は
農

業
無
産
者
の
集
圏
的
離
村
を
惹
起
す
る
貰
際
の
原
因
を
知
る
。
彼
等
は
不
盤
的
駆
掛
塵
カ
の
下
に
立
つ
、
而
し
て

経
掛
的
歴
カ
の
減
退
す
る
有
ゆ
る
場
所
へ
と
移
住
す
る
。
こ
れ
が
人
口
過
剰
、
産
業
聾
備
軍
の
椋
泉
で
あ
る
。
資

本
主
義
生
産
方
法
に
罪
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
:
:
:
支
配
的
大
土
地
所
有
分
割
の
み
に
業
の
罪
が
あ
8

0

」
と
論
じ

f

目

n
n
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∞
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て
ゐ
る
。

オ
ッ
ペ

Y

A

イ

7
1は
此
の
立
論
を
買
謹
す
る
た
め
に
、
各
国
の
買
例
を
奉
げ
、
就
中
濁
逸
に
関
し
て
は
、
人

口
調
密
な
る
南
部
及
び
西
部
の
中
小
自
作
農
民
地
方
に
於
て
、
そ
の
大
部
分
に
豆
り
、
規
則
E
し
く
人
口
が
増

加
す
る
に
反
し
、
比
鞭
的
人
口
の
澗
密
な
ら
r
d

る
北
西
部
の
大
農
地
方
、
世
に
人
口
稀
薄
な
る
東
部
に
於
け
る
大

地
主
制
地
方
に
於
て
は
、
人
口
増
加
宰
の
高
き
に
拘
ら
子
、
人
口
一
か
撤
械
し
つ
つ
あ
る
。
一
八
八
五
年
よ
り
一
八

九

O
年
に
至
る
期
間
内
に
・
南
部
及
び
西
部
濁
逸
は
自
然
増
加
入
口
の
こ
ニ

μ
、
北
西
部
は
三

O
μ
.
東
部
は
七

五

μ
を
工
業
地
帯
に
流
出
し
た
る
こ
と
を
指
摘
し
、
白
設
の
正
常
な
る
こ
と
を
貰
謹
し
て
ゐ
る
。
こ
の
数
字
は
オ

ッ
ペ

ν
A
イ

7
1
が
上
越
せ
る
ゼ

1
y
y
グ
の
研
究
よ
り
引
用
せ
る

6
の
で
あ
ら
う
。
更
に
各
闘
の
農
民
離
村
と

土
地
所
有
分
割
と
の
密
接
な
あ
事
買
を
血
中
げ
、
「
事
買
は
説
明
さ
れ

t
始
め
て
科
塾
と
な
る
」
L
」
高
唱
し
て
ゐ
名
。

吾
々
は
進
ん
で
農
民
離
村
と
大
地
主
制
と
の
聞
に
、
果
し
て
緊
密
な
る
閥
係
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
せ
な
け
れ

4
4
巾
aTPり
咋
晶
、
一
。

l

j

J

I

 

五

従
来
の
研
究
者
が
農
民
離
村
現
象
を
貫
誼
的
に
研
究
す
る
た
め
に
用
ゐ
た
る
方
法
の
充
分
正
確
な
ら

e
さ
る
こ
と

は
障
に
之
を
指
摘
し
た
。
而
し
て
農
民
離
村
現
象
は
之
を
単
に
田
舎
か
ら
都
曾
へ
の
人
口
移
動
と
解
す
る
よ
り

は
、
寧
ろ
農
業
者
の
永
久
的
時
業
と
解
す
る
こ
と
の
よ
り
委
営
な
る
こ
と
を
も
瞭
に
し
た
。
最
近
ク
ヲ
ン
テ
氏
は

此
等
の
諸
事
情
よ
り
、
農
民
離
村
に
閥
し
、
国
勢
調
査
食
料
を
利
用
す
る
一
新
調
査
方
法
含
提
案
し
た
。
卸
ち
一

八
八
二
年
の
最
初
の
幽
勢
調
査
以
来
、
今
日
に
歪
る
ま
で
に
.
満
逸
市
川
農
業
人
口
が
不
断
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
と

農
民
離
村
と
ゴ
ル
ツ
法
則

五

九

第
一
ニ
猿

第
三
十
六
巻

七
七

() penheime了， a. a. O. S. 91I. 

Oppt:n heri mer， a. a. O. S. 912. 
Peter 'Quante. a・a.O. S. 94 fI. 
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農
民
隣
村
と
ゴ
ル
ツ
法
則

第
三
十
六
巻

まE

O 

第

披

七
八

い
ふ
事
賓
が
頴
著
で
め
る
。
大
な
る
人
口
の
自
然
増
加
ガ
を
有
す
る
目
一
園
又
は
一
産
業
階
級
に
於
て
、
在
来
の
人

口
が
誠
少
す
る
は
、
自
然
増
加
人
口
の
全
部
が
他
に
移
住
す
る
に
加
へ
て
、
在
来
の
人
口
の
一
部
も
移
住
す
芯
か

ら
で
あ
る
。
従
て
離
村
農
民
数
含
確
定
す
る
に
は
、
先
づ
農
業
人
口
の
自
然
増
加
敷
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し

比
の
増
加
数
は
従
来
の
出
生
及
び
死
広
統
計
か
ら
之
ぞ
直
接
知
る
を
特
な
い
。
こ
の
種
の
一
人
口
動
鵡
統
計
は
佃
々

の
職
業
部
門
に
劃
し
て
は
現
存
せ
争
、
た
だ
都
舎
と
田
舎
と
仁
大
別
さ
れ
て
ゐ
る

rげ
で
あ
る
。
従
て
回
合
人
口

の
自
然
増
加
敏
よ
り
農
業
人
口
の
自
然
増
加
教
を
推
定
し
、
都
市
人
日
の
自
然
増
加
敢
よ
り
農
業
以
外
の
職
業
者

の
自
僻
榊
川
?
枚
見
寸
品
外
山
口
ぃ
。
仰
山
L

郡
曾
尻
町
間
合
人
口
の
自
鰍
柑
蜘
搬
を
農
業
人
口
(
闘
勢
調
宝
島
A

職業

人
口
〉
と
非
農
業
人
口
(
国
勢
調
査
の
H
よ
り
F

ま
で
の
職
業
人
口
組
敷
)
に
按
分
し
、
か
く
て
農
業
人
口
の
自
然
増
加
を
概
算

す
あ
。
併
し
田
舎
に
於
て
農
業
を
替
な
も
の
と
他
の
職
業
に
従
事
す
る
者
と
の
聞
に
は
、
夫
々
の
出
生
及
び
死
己

奉
に
相
違
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
算
定
も
概
算
七
る
に
留
ま
る

G

か
く
て
一
八
八
二
年
、
一
八
九
五
年
及
び
一
九

O

七
年
の
国
勢
調
査
費
料
を
利
用
し
て
、
一
八
九
五
年
の
農
業
人
口
に
、
同
年
よ
り
一
八
九
五
年
に
至
る
農
業
人
口

の
自
然
増
加
敷
を
加
へ
た
る
和
と
、
一
八
九
五
年
の
質
際
の
農
業
人
口
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
各
地
方

に
於
げ
る
離
村
農
民
数
を
算
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

今
同
氏
が
一
八
八

O
年
乃
至
一
入
九
五
年
、
一
八
九
五
年
乃
至
一
九
一

O
年
の
雨
期
間
に
於
て
、
普
魯
西
の
各

行
政
匝
に
於
け
る
離
村
農
民
載
を
算
出
し
、
之
と
比
較
す
る
た
め
在
来
の
方
法
に
よ
る
移
住
又
は
来
住
超
過
載
を

一
不
せ
ば
衣
表
の
如
く
で
あ
る
。
更
に
各
行
政
匝
の
土
地
所
有
分
割
賦
況
を
示
す
た
め
、
各
直
に
於
げ
る
大
所
有
地

引
(
官
へ

F
F
1
ル
以
よ
)
面
積
の
鱒
農
地
に
劃
す
る
割
令
を
も
示
す
こ
と
L
L
すり。。

ラk表は PeterQuante， a， a. O. S. 96. 97・による。
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(1) 

吋移縦J(住来過2)叉住敏AI 

移(住品
自然晴

行 政 庖 加入口
ノ、来

超i直
{草位千人) % 

1.ケー=ヒスペルグ 238 - 18 ωn ー i 

2'1グムピ Y ネ y 151 -14 81 -
.アルレ y ユタイ Y

:!.グ 〉〆 チ ヒ 176 521 -
4. ~ 9 ~:--ウ'"-)レダー 260 -17 51 -

5. -ξ Pレ p y 市 248 + 146 + 
6. ポ ツ ツ ダム 364 + 84 41 +2 
7. フラ y タフ Fレト 1!JO - 12 71 -
8 ス テテイ ユ〆 153 67 ー

日ケ コζ p ユノ 145 - 10 。ー l

10. ?トラルズ:y ，" 日日 261 -

11.ポ ー -ぜ 〉〆 363 - 201 
12. 7'・ロ ム...:ノレク・ 215 - 107 
13. フ' レス ラ ウ 278 '741 -

14. リーク，..=.ツヴ 157 4" 
15. オ へ- ノレ y 57!l 82 
16. ..，.グヂプ yレグ 212 85 

17. メルぜ プ ノ レ グ 273 !l3 
18 五 Jレ 7 レ ト 105 21 

19. '"ユレスウイビ 324 + 11 + 
20. ハンノーフアー 1日日 + 28 + 
21. ヒノレヂスハイム 105 35 
2宮. リユーネプノレグ 94 + 7 + 
23. ス 9 T 96 20 
24. オスナプリュッタ 85 21 
2日J. ア ウ リ ヒ 60 14 
2ti. ミユ y スター 245 + 150 + 
27. 、、 y ヂ y 175 25 
28 アル y スペルグ 700 + 179 + 
29. カ ‘ソ セ pレ 204 一 4肘

30 ウイー スパーデン 214 '← 93 + 

31. '" プ レン ';1 146 44 
32. デユセノレドノレフ 830 + 397 + 
33. ケ Fレ 3〆 25日 →ー 88 + 
34. ツ p =ι ノレ 258 17 一

35. ア ー へ Z〆 138 3'7 
36. ジグ.，. y :y ?' :y 11 日 一

全普 魯 西 8222 -1852 
+1941 + 

ー一 一
+ 88 

後



グ
ア
シ
ア
は
右
表
よ
り
し
て
.
こ
の
調
査
方
法
に
於
け
る
「
上
越
の
棋
勤
、
可
能
的
誤
算
を
掛
酌
す
る
も
、
こ

の
表
は
何
を
吾
人
に
敢
ふ
る
で
あ
ら
う
か
。

一
見
し
て
吾
々
は
所
謂
ゴ

Y
ツ
法
則
な
る
色
の
は
、
オ
ッ
ペ

Y

A

イ

マ
ー
が
特
に
其
の
存
在
を
強
調
し
た
る
濁
逸
に
罰
し
て
さ
へ
も
、
喜
志
存
在
の
擢
能
を
有
せ

5
る
色
の
な
る
こ
と

を
知
る
。
農
業
人
口
の
自
然
増
加
に
劃
す
る
離
材
者
数
割
合
を
示
す
敷
字
を
一
見
す
る
な
ら
ば
、
之
と
大
土
地
所

有
分
割
、
郎
ち
大
地
主
制
存
在
と
の
聞
の
誼
行
関
係
は
牽
も
問
題
た
り
得
な
い
。
」
と
論
じ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
比
較

的
大
地
主
制
地
方
な
る
ス
ト
ラ
Y
ズ
シ
ド
巨
に
於
け
る
雨
期
間
の
離
村
農
民
数
は
、
中
小
農
民
地
方
た
る
ミ
ン
デ

ン
、
カ
ッ
セ

Y
及
び
ケ
Y

ン
匝
よ
ち
も
少
な
い
。
ま
に
典
型
的
自
作
農
民
地
方
に
る
シ
ュ
レ
メ
ヲ
ィ
ヒ
匝
は
市
前

期
に
於
て
金
剛
最
高
の
農
民
離
村
都
宮
市
し
、
小
農
地
方
に
る
ケ

y
y
匝
は
後
期
に
於
℃
人
上
凶
最
高
の
農
民
峨
村

率
を
示
し
て
ゐ
石
井
}
論
じ
て
ゐ
名
。

ク
ァ
ン
ア

η
離
村
者
調
査
方
法
ほ
田
舎
人
口
を
農
業
人
口
と
看
倣
し
て
計
上
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
調

査
は
宵
ほ
充
分
完
全
な
る
も
の
と
言
ふ
を
得
な
い
。
印
ち
非
農
業
者
ぞ
多
〈
持
つ
行
政
匝
ほ

E
、
農
民
離
村
の
貰

情
eT
示
き
な
い
棋
陥
を
有
つ
。
こ
の
棋
黙
は
一
躍
之
を
許
す
と
す
る
も
、
農
民
離
村
は
之
を
絶
調
教
で
示
す
べ
き

か
、
又
は
相
調
教
ぺ
離
村
ぎ
で
示
す
べ
き
炉
が
問
題
と
な
る
。
ク
ァ

y
-
ア
は
自
己
の
主
張
を
強
調
す
る
た
め
、
任
意

に
或
は
絶
調
教
を
選
び
、
或
は
相
調
教
を
選
ぶ
。
同
氏
の
調
査
に
よ
る
も
紐
調
教
に
就
て
云
へ
ば
、
農
民
離
村
現

象
と
大
地
主
制
と
の
聞
に
は
、
オ
ず
ベ
ン
A

イ
マ

I
の
主
張
す
る
如
き
頴
著
な
る
閥
係
は
之
を
認
め
得
な
い
と
す

る
も
、
倫
は
雨
者
の
聞
に
は
一
一
肱
の
相
閥
々
係

ω
存
す
る
を
認
め
ぎ
る
を
得
な
い
。
卸
ち
農
民
離
村
の
絶
費
教
の

農
民
隣
村
と
ゴ
ル
ヴ
法
則

第
三
十
六
巻

第

量虎

五
二
三

i¥. 

QIl.nte， a. a. O. S. 98. 
農民離付と土地所有分割と四聞の繭1痛を'否認する論者に倫ほ I-Ies~e がある。
氏は東部普魯西に就て之を研究してとJ るo1王曲目， υj"l:levoll世 間Dgvon O.t-
pr~us~吉田n ， 1916. S. 54・

2) 



農
民
離
村
と
コ
ル
ツ
法
則

第

器官

/1、

第
=
一
+
穴
巻

五
二
四

多
い
地
方
は
、
概
し
て
大
地
主
制
の
多
い
所
で
あ
る
と
言
へ
る
。
之
を
相
封
敢
に
就
て
見
れ
ば
自
作
農
民
地
方
に

於
て
も
農
民
離
村
率
は
可
な
り
高
い
。
こ
れ
に
よ
り
て
普
魯
西
の
大
多
敷
の
行
政
臣
に
於
て
は
、
雨
調
査
期
聞
を

通
じ
、
農
民
離
村
敦
は
農
民
人
口
の
自
然
増
加
敷
を
超
過
し
て
ゐ
る
事
買
を
知
る
。
換
言
す
れ
ば
農
業
人
口
は
何

れ
も
漸
減
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
接
見
す
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
グ
ァ

y
-
ア
が
「
農
業
は
一
般
人
口
の
凝
集
を
妨

げ
、
工
業
は
之
を
促
準
寸
る
一
と
一
五
へ
る
は
正
じ
い
。
ゾ
ム
バ

Y

ト
が
「
農
民
離
村
は
小
及
び
大
自
作
農
民
地
方
に

於
て
も
、
大
地
主
制
地
方
に
川
町
て
も
同
慌
に
起
る
一
般
現
換
に
し

τ、
決
し
℃
般
に
主
隅
司
、
れ
同
列
kc
ゃ
う
、
大

地
主
制
地
方
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
自
作
農
民
地
方
か
ら
の
人
口
流
出
は
大
地
主
制
地
方
と
同
様
に
起
る
も
の

で
め
る
と
の
事
買
に
謝
し
て
は
、
謹
様
は
そ
ん
な
に
豊
富
に
は
存
せ
な
い
が
、
上
越
の
現
象
の
一
般
性
は
理
論
的

に
直
ち
に
之
診
確
定
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
〈
農
民
離
村
は
自
作
農
民
地
方
に
於
て
は
少
な
い
で
あ
ら

う
。
併
し
確
に
去
に
も
起
る
c
」
と
云
へ
る
は
、
寧
ろ
遁
切
な
る
表
現
で
あ
ら
う
。

-畠.
~、

以
上
に
よ
り
て
瞭
な
る
如
く
、
農
民
離
村
は
大
地
主
制
と
も
闘
係
あ
る
が
、
之
の
み
に
よ
り
て
其
の
原
因
を
一

義
的
に
謹
明
し
得
な
い
。
併
し
他
の
一
切
の
事
情
を
同
一
・
と
考
ふ
る
場
合
に
は
、
自
作
農
民
地
方
に
於
げ
る
方
が

大
地
主
制
地
方
に
於
け
る
よ
り
も
、
農
民
離
村
敦
は
少
な
い
で
あ
ら
う
。
蓋
し
大
地
主
制
地
方
に
於
て
は
、
地
主

の
農
業
牧
盆
は
都
市
商
工
業
に
運
び
去
ら
れ
、
該
制
度
の
下
の
農
業
を
恵
な
こ
と
少
な
き
た
め
、
精
も
す
れ
ば
土

地
生
産
力
の
衰
退
、
小
作
及
び
勢
働
保
件
の
悪
化
を
件
ふ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
人
口
過
剰
な
る
過
小
農
地
方

1) Qna~te ， a. a. O. S. 1∞ 
2) Sombart， a. a. O. S. 384 



に
於
て
も
、
農
業
以
外
に
飴
剰
勢
力
を
貨
幣
化
す
る
機
舎
が
乏
し
け
れ
ば
、
や
は
h
農
民
離
村
を
惹
起
す
る
で
あ

3

p
り
'
「
ノ
。

農
民
離
村
の
一
般
的
原
因
と
し
て
考
ふ
べ
き
は
、
資
本
主
義
の
後
遺
に
件
ひ
、
従
来
農
村
に
散
在
せ
る
家
内
工

業
や
副
業
が
犬
工
業
化
し
て
都
市
に
集
中
し
、
之
に
よ
り
て
過
剰
と
な
れ
る
農
村
人
口
が
都
市
に
流
入
す
る
こ
と

で
あ
り
、
火
に
考
ふ
べ
き
は
、
従
来
都
市
に
於
て
は
工
業
生
産
の
憤
張
の
勢
が
強
大
で
あ
っ
た
か
ら
、
勢
働
に
封
す

る
需
要
が
従
て
強
〈
、
又
こ
の
慌
張
に
件
ひ
、
商
業
、
変
通
業
其
他
自
由
職
業
の
瞭
張
を
促
し
、
此
等
の
職
業
に

多
く
の
勢
働
人
口
を
扱
牧
し
得
た
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
不
況
期
に
於
て
は
事
情
は
多
少
異
な
る
。
か
か
る
一

般
的
事
情
の
上
に
、
都
剛
に
於
げ
る
農
業
の
仲
叫
州
事
情
が
加
は
あ
り
例
へ
ば
ア
メ
リ
カ
れ
い
し
於
て
は
最
抵
の
部
認
な

る
農
業
機
械
化
は
農
村
人
口
の
過
剰
伝
来
し
、
之
が
農
民
離
村
の
原
因
と
な
り
、
我
圃
に
於
で
は
農
民
組
敷
に
劃

す
る
耕
地
全
面
積
の
不
足
と
い
ふ
特
殊
事
情
が
、
こ
の
農
民
離
村
の
勢
を
更
に
促
し
て
ゐ
る
。
故
に
各
固
に
於
け

る
斯
る
特
殊
事
情
を
無
親
し
、
何
れ
の
固
の
農
民
離
村
現
象
を
も
説
明
し
特
る
一
般
法
則
ぞ
樹
立
せ
ん
左
す
る

は
、
蓋
し
困
難
で
あ
ら
う
。

農
民
離
村
と
ゴ
ル
ツ
法
郎

第
三
十
六
巻

五:

互五
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披
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